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富士吉田市 富士吉田市奨学金返還支援補助金
市内企業等に就職し、奨学金を返還して
いる方を支援

・独立行政法人日本学生支援機構が貸与する「第
一種奨学金」または「第二種奨学金」など

申請年度内に返還した奨学金の元金（繰上げ償還
額および第二種奨学金の利息相当分は除く）の額
と、申請年度での償還期間の月数に３万円を乗じ
て得た額のいずれか低い金額

60月 https://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/info/4837

都留市 都留市奨学金返還支援事業補助金
市内に就職し、定住する方が返還する奨
学金の一部を支援

・独立行政法人日本学生支援機構奨学金（第一種
奨学金、第二種奨学金）
・都留市奨学金貸与条例の規定により貸し付ける
奨学金

申請年度内の返還金額（上限20万円、最大100万
円）

60月 https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/sangyo/shoko_t/6/10742.html

大月市 大月市奨学金返還支援補助金
市内事業所へ就職し、定住する方が返還
する奨学金の一部を補助

・独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学
金（第１種奨学金・第２種奨学金）
・その他市長が認める奨学金

申請年度内に返還した奨学金の額 （1年度につき
上限20万円）

60ヵ月 https://www.city.otsuki.yamanashi.jp/sangyo/2022-0309-1411-15.html

韮崎市 韮崎市奨学金返還支援事業助成金
奨学金の貸与を受けて高校・大学等を卒
業し、就労等をしている方を対象に助成
金を交付し支援

・独立行政法人日本学生支援機構奨学金（第一
種、第二種）
・韮崎市育英奨学金 など

・大学等在学時貸与の奨学金 年額上限20万円
・高校等在学時貸与の奨学金 年額上限10万円

最初の交付決定年度から5年 https://www.city.nirasaki.lg.jp/soshikiichiran/digitalsenryakuka/jinkotaisakutanto/shougakukinhenkanshienjoseikin/7138.html

南アルプス市 南アルプス市奨学金返還支援事業補助金

奨学金の返還義務を抱えながら市内に移
住・定住し、就業する者に対して、予算
の範囲内で南アルプス市奨学金返還支援
事業補助金を交付

・独立行政法人日本学生支援機構法第 14 条第１項に規定する第一種学資貸与
金及び第二種学資貸与金
・南アルプス市奨学金条例に規定する奨学金
・芦安村活性化対策育英奨学金に関する条例に規定する奨学金
・上記に掲げるもののほか、市長が認める奨学金

交付対象経費に２分の１を乗じて得た額（その額
に1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切
り捨てた額）とし、年額 20 万円を限度

60月 https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/16269.html

北杜市 北杜市奨学金返還支援事業助成金
市内に定住し、かつ、就業している方又
は求職者等が返還している奨学金の一部
又は全部を助成

・申請日の属する年度中に助成対象者が返還した
奨学金及び利息相当額

・市内に就業している方：助成率10分の10 年額
30万円を上限
・市外に就業している方又は求職者等：助成率2
分の1 年額10万円を上限

初回に交付決定した年度から起
算して5年間 https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/23041.html

笛吹市 笛吹市奨学金返還支援補助金
市内に定住し、県内で就業している30歳
未満の方の奨学金返還を補助

・日本学生支援機構の第一種及び第二種奨学金
・その他の貸与型奨学金

1年間（1月から12月）に返還した奨学金の額（年
間上限20万円）※100円未満は切り捨て

初回の交付決定通知を受けた日
の属する年度から30歳を迎える
日の属する年度まで、最長5年

https://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/kikaku/ijuteju/shougakukin/shousai/annai.html

中央市 中央市奨学金返還支援事業助成金
市内に居住し、就業している方の奨学金
返還を補助

・日本学生支援機構の第一種および第二種奨学金
※その他の奨学金も対象となる場合があります。

1年間（1月～12月）に返還した奨学金の額（ 年
額上限 20万円 ）

助成対象者認定を受けた日の属
する年度から起算して、最長5
年

https://www.city.chuo.yamanashi.jp/soshiki/seisaku/siseisenryaku/11659.html

身延町 身延町奨学金返還支援事業補助金
町内に居住し、就労している方の奨学金
返還費用の一部について、補助金を交付

・独立行政法人日本学生支援機構の第一種学資貸与金
・独立行政法人日本学生支援機構の第二種学資貸与金及び
利子
・その他町長が認める貸与型奨学金

申請年度に返還した奨学金の額の1/2を補助
(上限12万円/年)

最大5年間で60万円 https://www.town.minobu.lg.jp/kurashi/teiju-sokushin/2024-0229-1441-16.html

鳴沢村 鳴沢村定住促進奨学金返還支援補助金
村内に居住し就業している方の奨学金を
返還に対し、鳴沢村定住促進奨学金返還
支援補助金を交付

・独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学
金（第1種奨学金・第2種奨学金）
・その他村長が認める貸与型奨学金

申請年度内（4月から翌年3月まで）の返還金額
（上限20万円）

60月分で最大100万円 https://www.vill.narusawa.yamanashi.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kikakuka/sumai_iju/2132.html

富士河口湖町
富士河口湖町移住・定住促進奨学金返還支
援補助金

町内に居住し、町内事業所等で就業して
いる方の奨学金返還を支援

・独立行政法人日本学生支援機構が貸与した奨学
金のうち、第一種奨学金又は第二種奨学金
・地方公共団体等が貸与した奨学金で、町長が認
めるもの

1年間に返還した奨学金の額（年額上限24万円・
月額上限2万円）

最大5年間（60月）で120万円補
助 https://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/ka/info.php?if_id=7201&ka_id=25
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